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拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　ご承知のように、令和２年５月４日に新型コロナウィルスに関する緊急事態宣言の延長が
発出されました。
　これを受けて、当社八丁堀事務所（東京都中央区八丁堀2-20-1藤和八丁堀ビル3F）の臨時
休業期間を延長とさせていただきます。
　なお、臨時休業期間は、板橋営業所において、引き続き対応を続けて参ります。
お客様及びお取引先様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い
いたします。

敬　具
　

記

　【臨時休業の対象】

　　　　　　　　2020 年 04月13日（月） ～ 2020 年 05月31（日）
　　　　　　　　※今後、行政の対策を基準に、通常営業は開始予定です。

　　東日本営業部（八丁堀事務所）
　　　　　　　　〒104-0032  東京都中央区八丁堀2-20-1藤和八丁堀ビル3F
　　　　　　　　TEL：03-6263-0480／ FAX：03-6263-0481

　【臨時休業中の問合先】

　　板橋営業所　〒174-0041東京都板橋区舟渡１丁目７番地６
　　　　　　　　TEL：03-5914-0288 ／ FAX：03-5914-0299

　　本社（鳥取）　〒684-0034 鳥取県境港市昭和町5-17　
　　　　　　　　TEL：0859-44-5367／ FAX：0859-42-3864

以　上


